
インターンシップ事前説明会時によくある質問について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学部向け）
Q１インターンシップの実時間数によってどのように単位認定されるか
A1多くの場合１日の実施時間数は８時間程度が多いです。１日当たり８時間労働と仮定すると、２週間のインターンシップを実施すると合計８０時間になります。
PBL１・２・３のインターンシップは「８０時間以上の時間数を持って２単位」としています、１日当たりの労働時間数が７時間４５分（以下）の企業もありますが、２週の労働時間数が７７．５時間の場合、2単位の認定はされないのか、との質問があります。
[bookmark: _Hlk136531899]この実時間数の80時間は、いわゆる大学の１コマの講義時間（90分）で換算するとおおよそ106時間程度になるので、８０時間以上の実施時間が確保されているので、このケースであれば２単位認定できます。

Q2インターンシップの実施時間数は２か所での実施の場合、合算可能か
A２ 合算できます。インターンシップ受け入れ先が2箇所以内で労働時間の合計が80時間以上であれば可能です。（令和元年7月3日付けで対象となるインターンシップの条件が一部緩和されました。）

Q３インターンシップが有償（労働の対価が支払われる）の場合、単位認定されるか
A3有償の場合、単位認定はされません。
ただし、食費の補助、交通費の補助、宿舎の提供など、社会通念上過大な金額でないと認められる場合は、単位認定できます。

Q４インターンシップの単位認定はいつごろか
A４ 例年、夏期休業期間中に実施したインターンシップの単位認定は、12月ころに行います。成績表への反映は、来年4月以降になる予定です。

Q５インターンシップの実施形態に決りはあるか
A５ 実施形態については定められた形式はありません。実施企業様の指示に従ってください。対面・オンライン・ハイブリッド形式など、コロナ禍以降は様々な形態で実施されています。
[bookmark: _Hlk136534154]Q６コロナ禍の再流行が起きた場合、どうなるか
A６ これまでのケースでは、「延期」・「中止」などのケースがありました。
また、インターンシップの期間中に「指導者」・「学生自身」がコロナに罹患したこともありましたが、両者で相談のうえ一時中断し、そのあと再開したケースもありました。企業様の指示に従ってください。

Q７学生研究災害傷害保険の加入は必須か
A７ 必須ですが、入学時に情報学部生は、4年間加入しています。証明書については、下記URLにアクセスし、入手願います。（必要に応じ）
[bookmark: _Hlk137544380]https://keiji.i.nagoya-u.ac.jp/student_gakugai/?n=1759&b=&t=&k=%E4%BF%9D%E9%99%BA

Q8インターンシップの事前研修動画は、視聴可能か
A8 オンデマンドの視聴は可能です。
https://nuvideo.media.nagoya-u.ac.jp/embed/2fc03b09fb9f599527206c6b2eb47860a2fda7b1

Q９ PBLの単位認定について
A９ PBL科目の枝番数字は重複して認定できません。
例えば、シンガポール海外研修を「PBL2」として単位認定されている場合は、インターンシップも「PBL2」として重複して単位認定はできません。
したがってまだ単位取得していない科目の枝番で認定申請をしてもらうことになりますので、注意してください。

Q9インターンシップ実施に当たり指導教員の許可は必要か
A9 必要です。所定の様式に署名捺印をしてもらうようにしてください。
（トヨタシステムズのインターンシップ参加者は不要）

＊知的財産講義の聴講について（必須）
【日時】　M月DD日(火)００:00～　オンラインで実施予定
【内容】　知的財産権の基礎知識とインターンシップの留意点
（開催URLについては7月1日以降にお知らせします）
